
名

称

所

在

地

指
定
を
し
た
日

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
番
三
号

令
六
・

四
・

一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

規

則

大
分
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

告

示

指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
ス
ポ
ー
ツ
公
園
及
び
大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
の

委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

公

告

落
札
者
等
の
公
示
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

ふ
ぐ
処
理
講
習
会
の
開
催
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

〇
規

則

大
分
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
規
則
第
五
十
一
号

大
分
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
の
経
営
革
新
計
画
承
認
グ
ル
ー
プ
事
業
の
項
、
下
請
振
興
事
業
計
画
承
認
グ
ル
ー
プ
事
業
の

項
、
総
合
効
率
化
計
画
認
定
グ
ル
ー
プ
事
業
の
項
、
施
設
集
約
化
事
業
の
項
、
共
同
施
設
事
業
の
項
、
設
備

リ
ー
ス
事
業
の
項
、
企
業
合
同
事
業
の
項
、
集
団
化
事
業
の
項
及
び
集
積
区
域
整
備
事
業
の
項
中
「
〇
・
六

〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
〇
・
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
の
地
域
産
業
創
造
基
盤
整
備
活
性
化
事
業
の
項
及
び
商
店
街
整
備
等
活
性
化
支
援
事
業
の
項
中

「
〇
・
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
〇
・
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
三
及
び
別
表
第
四
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
申

請
さ
れ
る
資
金
の
貸
付
け
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
申
請
さ
れ
た
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の

規
定
に
よ
り
貸
し
付
け
て
い
る
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

二

指
定
納
付
受
託
者
が
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
歳
入
等

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
利
用
に
よ
り
納
付
す
る
一
般
旅
券
申
請
手
数
料

三

指
定
期
間

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
大
分
ス
ポ

ー
ツ
公
園
及
び
大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

目

次

令

和

六

年

（ 金 曜 日 ）

第
五
一
一
号

五
月
二
十
四
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

元
屋
印
刷
株
式
会
社

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
報
（
規
則
・
告
示
）

一



〰
〰
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〰
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〰
〰
〰
〰
〰
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〰
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〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

大
分
市
東
春
日
町
一
番
八
号

株
式
会
社
大
宣

代
表
取
締
役
社
長

朝

倉

弘

美

二

委
託
期
間

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
公

告

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
種
類
及
び
数
量

マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
社
ラ
イ
セ
ン
ス

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
総
務
部
電
子
自
治
体
推
進
課

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
五
月
二
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
エ
イ
ビ
ス

代
表
取
締
役

佐

藤

誠

樹

大
分
市
金
池
町
三
丁
目
三
番
十
一
号

五

落
札
金
額

五
億
三
千
六
百
八
十
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

再
生
Ｐ
Ｐ
Ｃ
用
紙

Ａ
４
（
年
間
単
価
契
約
）

予
定
数
量

一
万
三
千
六
百
五
十
箱
（
一
箱

二
千
五
百
枚
）

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
四
月
一
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

キ
ン
グ
テ
ッ
ク
株
式
会
社

大
分
支
店

支
店
長

中

村

真

之

大
分
市
三
川
新
町
二
丁
目
三
番
三
十
七
号

五

落
札
金
額

二
千
五
百
三
十
円
（
一
箱
当
た
り
）
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
六
年
二
月
二
十
日

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

事
務
用
椅
子
（
年
間
単
価
契
約
）

予
定
数
量

六
百
二
十
脚

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
四
月
一
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

二
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〰
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〰
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〰

支

部

名

所

在

地

国
東
支
部

国
東
市
国
東
町
安
国
寺
七
八
六
番
地
一

東
部
保
健
所
国
東
保
健
部
内

速
見
支
部

速
見
郡
日
出
町
字
仁
王
山
三
五
三
一
番
地
二
四

日
出
総
合
庁
舎
内

別
府
支
部

別
府
市
大
字
鶴
見
字
下
田
井
一
四
番
地
一

東
部
保
健
所
内

由
布
支
部

由
布
市
庄
内
町
柿
原
三
三
七
番
地
二

中
部
保
健
所
由
布
保
健
部
内

臼
杵
支
部

臼
杵
市
大
字
臼
杵
字
洲
崎
七
二
番
地
三
四

中
部
保
健
所
内

津
久
見
市
支
部

津
久
見
市
港
町
一
番
二
一
号

津
久
見
商
工
会
議
所
内

佐
伯
支
部

佐
伯
市
向
島
一
丁
目
四
番
一
号

南
部
保
健
所
内

豊
後
大
野
支
部

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
九
三
四
番
地
二

豊
肥
保
健
所
内

竹
田
支
部

竹
田
市
大
字
竹
田
字
山
手
一
五
〇
一
番
地
二

竹
田
総
合
庁
舎
内

日
田
支
部

日
田
市
田
島
二
丁
目
二
番
五
号

西
部
保
健
所
内

玖
珠
郡
支
部

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
塚
脇
一
三
七
番
地
一

玖
珠
総
合
庁
舎
内

中
津
支
部

中
津
市
中
央
町
一
丁
目
一
〇
番
四
二
号

北
部
保
健
所
内

宇
佐
支
部

宇
佐
市
大
字
法
鏡
寺
二
三
五
番
地
一

宇
佐
総
合
庁
舎
別
棟
内

豊
後
高
田
支
部

豊
後
高
田
市
是
永
町
三
九
番
地

北
部
保
健
所
豊
後
高
田
保
健
部
内

大
分
市
支
部

大
分
市
荷
揚
町
六
番
一
号

大
分
市
保
健
所
内

岩
尾
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岩

尾

久

一

大
分
市
中
央
町
一
丁
目
四
番
十
五
号

五

落
札
金
額

三
万
八
千
百
七
十
円
（
一
脚
当
た
り
）
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
六
年
二
月
二
十
日

大
分
県
食
の
安
全
・
安
心
推
進
条
例
（
平
成
十
七
年
大
分
県
条
例
第
十
九
号
）
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
ふ
ぐ
処
理
講
習
会
を
開
催
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

講
習
会
の
開
催
期
日
及
び
場
所

１

開
催
日
時

令
和
六
年
九
月
四
日
（
水
曜
日
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

な
お
、
受
付
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
前
九
時
二
十
五
分
ま
で
と
す
る
。

２

開
催
場
所

大
分
市
金
池
南
一
丁
目
五
番
一
号

ホ
ル
ト
ホ
ー
ル
大
分

二

講
習
会
の
受
講
申
込
み
の
受
付
期
間
及
び
場
所

１

受
付
期
間

令
和
六
年
七
月
二
十
九
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
八
月
二
日
（
金
曜
日
）
ま
で

２

受
付
場
所

次
の
表
に
掲
げ
る
一
般
社
団
法
人
大
分
県
食
品
衛
生
協
会
の
各
支
部

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

大
分
県
報
（
公
告
）

三


